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取組と目標に対する自己評価シート（令和５年度分） 

 

第 9 期介護保険事業計画の策定時に、本市の目指すべき姿の達成に向けた活動目

標や成果指標について、抜本的な見直しを行い、新しい評価方法として、戦略シート

を作成しました。 

令和５年度は、第８期計画期間の最終年度となりますが、第 9 期計画スタート時

点の現在地を把握し、第 9期計画の推進ならびに今後の取組の検討に活用するため、

第 9期計画の戦略シートに基づいて自己評価を実施します。 

 

《令和５年度評価方法》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組と目標に対する自己評価シートの概要 

計画の柱 達成度 自己評価 

①在宅生活・看取り期までの在宅ケアを支える体制づくり 
61.1％ 

（11/18） 
Ｂ 

②社会参加による介護予防とフレイル対策の推進 
60.0％ 

（9/15） 
B 

③地域における認知症との共生 
62.5％ 

（5/8） 
B 

④地域ネットワークの充実 
40.0％ 

（6/15） 
C 

⑤介護保険制度の持続性確保 
50.0％ 

（7/14） 
C 

 

①アウトプット（活動目標）の令和６年度目標値を基準として、令和５年度の現状値（実績）

と比較します。（令和６年度目標に数値を採用していない場合は令和４年度実績と令和５

年度実績を比較） 

②比較した結果、それぞれの目標値に対して達成できていれば評価○とします。 

③施策の柱ごとに、活動目標の数に占める評価○の活動の割合を達成度として算出します。 

④算出した達成度に応じて、下表のとおり、Ａ評価～Ｅ評価の５段階評価にて評価します。 

 

達成度 評価 

80％以上   Ａ 

60％以上 80％未満 Ｂ 

40％以上 60％未満 Ｃ 

20％以上 40％未満 Ｄ 

 20％未満 Ｅ 

 



取組と目標に対する自己評価シート（令和５年分）

解消すべき問題 インプット アクティビティ

令和4年度末 令和5年度末 令和6年度

地域の医療・介護資源の
把握と関係者への情報提
供

「ココカラまるごとねっと」により、地域の医
療・介護サービス等の情報を把握・活用するこ
とで、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最
期まで続けることができる。

「ココカラまるごと
ねっと」の更新頻度

１回 １回 年１回以上 ○

切れ目のない在宅医療と
在宅介護の提供体制の構
築推進

在宅医療・介護を推進することで地域の医療機
関や介護関係者など多職種間の連携が強化さ
れ、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期
まで続けることができる。

医療介護連携センター
運営会議の実施回数

１０回 １０回 １０回/年 ○

医療・介護関係者の研修
地域の医療機関や介護関係者等の多職種が参加
する事例検討会等を通して、相互の連携が強化
されている。

多職種対象の事例検討
会の実施回数

２回 １回 ２回/年

わたしの想いシートに
関する出張講座の回数

２件 １７件 １２件 ○

地域住民向けフォーラ
ムの開催

１回 １回 １回/年 ○

在宅において介護してい
る家族等の身体的・精神
的な負担の軽減

家族介護者向けの介護の方法に関する情報提供
や支援を実施することで、介護者の身体的・精
神的負担が軽減されている。

介護知識・技術習得教
室実施回数

６回 ６回 ６回 ○

介護者同士の交流の促進
介護者が、日々の介護から一時的に離れたり、
介護者同士で交流できる場を提供することによ
り、介護者の不安が軽減されている。

介護者リフレッシュ事
業実施回数

６回 ６回 ６回 ○

地域における見守り活動
の充実
【総務課】

地域における「ながら」防犯パトロールの推進
や、市民や事業者等との見守りにかかる連携に
より、高齢者も主体となり、地域の多様な主体
が見守り合っている。

「ながら」防犯パト
ロールＬＩＮＥ登録者
数

１６０人 ８６２人 １，０００人

高齢者向けの消費生活出
前講座等の開催
【市民協働推進課】

安全・安心な消費生活を確保するために、地域
のつながりの中で高齢者向けの消費生活出前講
座や市民講座を開催することで、地域の見守り
が充実している。

高齢者向け消費生活出
前講座実施回数

３２回 ３３回 ３３回 ○

ふれあい収集事業の実施
【まち美化推進課】

ごみ出しが困難な一人暮らし高齢者世帯などを
対象に、ごみを戸別収集することで、在宅で安
心して暮らすことができる。

ふれあい収集利用者数 ４８６人 ５１５人 ５３０人

シルバーホンなどの見守
りサービスの充実

救急通報システムを用いた見守りサービスを提
供することで、一人暮らしの高齢者が在宅で安
心して暮らすことができる。

シルバーホン新規申請
件数

１３３件 １１７件 １３０件

空き家等に関する相談窓
口の充実
【住宅課】

空き家等アドバイザー制度の利用により、空き
家の適正管理等を促進する。

空き家等アドバイザー
制度利用案件数

１４件 １７件 ２０件

住宅確保要配慮者への支
援
【住宅課】

住宅確保要配慮者の市営住宅への入居を支援
し、高齢者の住まいを確保している。

高齢者向け市営住宅整
備戸数のうち、入居戸
数

８４．２％ ８４．２％ ８４．２％ ○

良質なサービス付き高齢
者向け住宅の確保

「宇治市高齢者住まいに関する指針」に基づ
き、高齢者向け住宅の規模、契約関係、サービ
ス、立地条件等の基準を満たした良質な住宅が
整備されている。

サービス付き高齢者向
け住宅に占める認証済
み住宅（定員ベース）

８６．０％ ８８．５％ ８８．５％ ○

部局横断による移動支援
確保の検討
【交通政策課】

庁内関連部局が連携し、地域の協議体において
移動支援に関する情報共有や、取組の検討を行
い、移動困難者の不安が軽減している。

第2層協議体において新
たに生まれた取組の数

３個 ７個 ５個以上 ○

住民主体による助け合い
交通実施団体への支援

住民主体による移動支援の実施団体が、活動に
おいて生じる課題の解消を支援し、団体の活動
が持続できている。

高齢者の外出支援に関
する第2層協議体活動回
数

２３回 ２４回 ２４回以上 ○

認知症対応型共同生活介
護（グループホーム）の
整備

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
を公募により整備促進することで、認知症の高
齢者に対して必要なサービス量が確保されてい
る。

認知症対応型共同生活
介護（グループホー
ム）の定員数

２９６人 ２９６人 ３２３人

（看護）小規模多機能型
居宅介護の普及促進

（看護）小規模多機能型居宅介護の普及を促進
することで、必要なサービス量が確保されてい
る。

（看護）小規模多機能
型居宅介護事業所の定
員に対する充足率

７６．４％ ７３．４％ ８０．６％

11/18

目指すべき姿

医療職と介護職との連携
が円滑になり、在宅での
生活が継続できている。

家族介護者等の身体的・
精神的負担が軽減されて
いる。

掲載情報の内容を充実させていくことが必要となるため、引き続き利用者の
ニーズに応えられる情報を発信できるように更新していく。

課題と対応策

医療介護連携センター運営会議を通して、多職種間で課題共有を行ってい
る。運営会議を実施することで、引き続き多職種間の連携の強化を図る。

令和4年度については新型コロナウイルス感染症の影響もあり、簡易な意見
交換会にとどまったものの、令和5年度は多職種による事例検討会を1回実施
できた。今後については年に2回を目標に事例検討会を実施し、多職種の連
携と情報共有を行っていく。

令和4年度については新型コロナウイルス感染症の影響もあり実施回数が少
なかったが、令和5年度は目標以上の回数を実施できた。今後についても引
き続き講座を実施し、わたしの想いシートの普及啓発に努める。

地域住民向けフォーラムを開催しているが、参加者は年齢層が高い方が多
い。介護保険制度に関する全般的な内容も取り扱うため、幅広い年齢層の参
加者が関心を持ち参加ができるフォーラムの開催を目指す。

参加者のうち新規の割合が少ないため、ケアマネジャーなどへの周知を図
り、新規参加者数の増加を図っていく。

参加者のうち新規の割合が少ないため、ケアマネジャーなどへの周知を図
り、新規参加者数の増加を図っていく。

地域住民への普及啓発
看取りに関する情報提供や医療機関との連携を
図ることで、残された時間を有意義なものと
し、自分らしい最期を過ごすことができる。

在宅医療・介
護の普及促進

介護をしてい
る家族の不安
の軽減

B

令和6年度
目標値との

比較

自己評価

☆印は重点取組施策

計画の柱・施策
アウトプット（活動目標）

課題設定 やるべきこと インプットに求める成果
目標・目標値

活動指標
現状・現状値

①
在
宅
生
活
・
看
取
り
期
ま
で
の
在
宅
ケ
ア
を
支
え
る
体
制
づ
く
り

【

施
策
１
】

☆
在宅医療・介
護連携の推進

【

施
策
２
】

介護をしてい
る家族等への
支援

【

施
策
３
】

在宅生活の支
援の充実

ゆるやかな見
守り体制と生
活支援の充実

多様な主体に
よる移動支援
の充実

住まいの支援
の充実

【

施
策
４
】

介護サービス
基盤の整備

地域密着型
サービスの整
備促進

地域の高齢者のお出かけ、新たな居場所づくりなどの取組が、地域における
定期的な協議の場から生まれた。今後も協議体との連携を継続し、地域の課
題解消に取り組んでいきたい。

今後も協議体において継続的に協議し、課題解消のための具体的な取組に結
び付けられるよう取り組んでいきたい。

整備を検討する法人の意向等を確認・把握し、第9期介護保険事業計画内で
の施設整備を進めていく。

第9期介護保険事業計画の冊子に（看護）小規模多機能型居宅介護のコラム
を掲載するなど、サービス自体の認知度の向上やサービス概要の広報を図っ
た。今後も継続して認知度向上による普及・利用促進に努める。

社会福祉協議会などの関係機関との連携することにより、地域に出向いて講
座を実施する機会を確保することができた。引き続き連携して取り組んでい
きたい。

令和6年度目標は未達成であるが、利用者数は増加傾向にあり順調に推移し
ている。実施体制等について検討が必要な部分があるが、今後も取組を継続
していきたい。

サービスが必要な方に利用促進できるよう、住民だけでなく、民生・児童委
員やケアマネジャーに対して、制度周知に努める。

令和6年度目標は未達成であるが、利用案件数は増加傾向にある。制度の周
知や、空き家所有者等に積極的な利用を進めていきたい。

高齢者の特定目的入居の募集を定期的に実施し、住まいの確保を進めていき
たい。

多様な主体による移動
サービスが充実し、移動
に困難を感じる人の割合
が少なくなっている。

地域密着型サービスが充
足し、住み慣れた地域で
の生活を選択することが
できる。

在宅での暮らしを支える
見守り等のサービスが充
実し、安心・安全な日常
生活が送れている。

住まいに不安を感じてい
る人が少なくなってい
る。

令和6年度目標は未達成ではあるものの、令和5年度は商業施設等での周知活
動の効果があり、順調に登録者数が増えつつある。今後も目標達成に向け引
き続き取り組む。

引き続き、優良な高齢者向け住宅の供給の促進に取り組んでいけるよう新規
開設事業者等に対し、制度周知と協力の働きかけを行っていきたい。
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取組と目標に対する自己評価シート（令和５年分）

解消すべき問題 インプット アクティビティ

令和4年度末 令和5年度末 令和6年度

地域の多様な資源の見える化と活
動の支援

地域資源の見える化した「生きがい探しのすす
め」を活用し、住民がそれぞれのニーズに合っ
た社会参加を選び、生きがいある日常を送って
いる。

「生きがい探しの
すすめ」に関する
情報提供回数

- １０回 １２回以上

新たに立ち上げ支
援した通所Ｂ登録
団体数

２団体 １団体 ２団体

新たに立ち上げ支
援した多様な居場
所数

２団体 ２団体 ２団体 ○

通いの場（自主グループ）立ち上
げ支援

高齢者をはじめとした地域住民が主体となっ
て、介護予防やフレイル予防に取り組む自主グ
ループの立ち上げを支援し、身近な場所で、介
護予防に取り組んでいる。

新たに立ち上げ支
援した自主グルー
プ団体数

１９団体 ６団体 １団体 ○

一体的実施にかかるポピュレー
ション事業の実施

通いの場に専門職を派遣し、フレイル予防教室
を実施することで、住民がフレイルの改善・生
活機能の低下のために取り組んでいる。

フレイル予防教室
実施回数

４９回 １１２回 ８０回 ○

健康長寿サポーターの養成及び活
動支援

健康長寿サポーターを養成し、活動を支援する
ことにより、高齢者の心身機能の維持・改善に
つながっている。

健康長寿サポー
ター新規登録者数

２４人 ４２人 ３０人 ○

地域介護予防活動支援事業の実施
介護予防に資する活動を自主的に行っているグ
ループの活動を支援することにより、住民の自
主的な活動が継続されている。

活動を支援した自
主グループ団体数

１７団体 ２９団体 ２０団体 ○

介護予防手帳を活用したセルフマ
ネジメントの定着支援

介護予防事業参加者に介護予防手帳を配付し、
活用により高齢者自身が日々の健康管理に取り
組み、セルフマネジメントの意識が定着してい
る。

介護予防手帳の配
付数

７９６冊 ８２８冊 ８００冊 ○

健康づくり・食育
アライアンス参加
団体数

８６団体 ９７団体 増加 ○

地域活動の周知・
広報の回数

未実施 未実施 １回以上

短期集中予防サービス（通所型・
訪問型）の充実

日常生活の動作に不安を感じた高齢者が、早期
に短期集中予防サービスを利用することによ
り、生活機能を改善し、自立した生活を続けて
いる。

通所型短期集中予
防サービスの実施
回数

８０回 ７９回 増加

通所型サービスＢ（住民主体型）
の充実
≪利用者≫

住民同士の身近な関係の中で実施する介護予防
の取組により、利用者の社会参加が促され、心
身機能の維持・改善につながっている。

住民主体による通
いの場利用者数

２，０３０人 ２，３１３人 ２，２００人 ○

データを活用
した高齢者の
保健事業と介
護予防の一体
的な実施

一体的実施にかかるハイリスクア
プローチ（訪問）事業の実施

健診データの活用により対象者を抽出し、専門
職が訪問により保健指導を実施することで、生
活習慣病の重症化予防とともに、介護予防を実
施している。

ハイリスクアプ
ローチ（訪問）実
施件数

５８回 ３６回 ５０回

地域リハビリテーション活動支援
事業の実施

リハビリテーション専門職が、住民主体の通い
の場等に技術的な助言や活動支援を行うこと
で、介護予防の取組が適切に実施できている。

通いの場等へのリ
ハビリテーション
専門職派遣回数

７２回 ６７回 ８０回

自立支援型ケア会議の開催

要支援認定を受けた人が、介護保険サービスだ
けではなく、地域資源を含め、本人のできるこ
とや意欲を引き出し、自立した生活を継続でき
るよう、多職種が連携してケアしている。

自立支援型ケア会
議の開催回数

年１２回 年１２回 年１２回 ○

目指すべき姿

多様な社会参加の場か
ら、高齢者が自らの意
思で選択することがで
きている。

セルフマネジメントの
定着により、自立した
日常生活が継続できて
いる。

支援が必要になった高
齢者が、生活機能を改
善し、自立した生活を
続けている。

要介護状態になって
も、適切な支援やリハ
ビリを受け重度化が防
止できている。

B 9/15

住民主体通所型サービスを行う住民団体が徐々に増えている。今後と
も利用者の増加とともに、利用できる通いの場の立ち上げも並行して
おこなっていく。

より多くの高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を
実施するため、事業の展開を検討する必要がある。

住民主体による通いの場の拡大していくなかで、専門職によるサポー
トを積極的に活用してもらい、より安心して活動を継続できる体制を
構築するため、各団体に案内を行う。

自立支援に向けたケアプラン作成のノウハウを蓄積し、心身機能及び
生活機能に課題のある高齢者の自己実現を効果的に支える仕組みづく
りに引き続き取り組む。

社会参加による介護予防を推進するため、身近な場所で参加できるよ
うに、新たな通いの場づくりに取り組む個人・団体の把握に努め、立
上げ支援に取り組む。

地域住民が主体となり、高齢者をはじめとした多世代の新たな居場所
づくりに取り組む団体の把握を進め、連携を図っていきたい。

引き続き、介護予防事業と連携し、教室終了者への働きかけを通じ、
効果的に自主的な活動につなげていく。

高齢者の心身の多様な課題に対応し、きめ細やかな支援を実施するた
めに、事業の展開を検討する必要がある。

サービス利用が横ばいの傾向となっており、利用の促進に向け、サー
ビスの内容や効果について各地域包括支援センターや居宅支援事業所
へ一層の周知を図る必要がある。

宇治源輝人（げんきびと）講座への参加をきっかけとして、地域等で
活動するサポーター登録者数のさらなる増加を図る。

②
社
会
参
加
に
よ
る
介
護
予
防
と
フ
レ
イ
ル
対
策
の
推
進

【

施
策
７
】

【

施
策
６
】

介護予防・健
康づくりの習
慣化に向けた
セルフマネジ
メントの推進

短期集中予防
サービスを中
心とした総合
事業の充実

【

施
策
５
】

☆
フレイルから
の改善と介護
予防による自
立支援の推進

☆
生涯現役社会
の構築と積極
的な社会参加
による介護予
防の推進

多様な社会参
加の促進

☆印は重点取組施策
令和6年度
目標値との

比較
課題と対応策

新たに６５歳を迎えた方に対する案内するとともに、市政だよりでの
特集記事に合わせた広報にも取り組む。

リハビリテー
ション提供体
制の構築

地域における多様な居場所づくり
の支援

コミュニティカフェやｅスポーツなど、多様な
ニーズに合わせた多様な取り組みを取り入れ、
身近な場所での多世代共生の居場所づくりを支
援し、多くの高齢者が特技や経験を活かして活
躍している。

介護予防の普
及啓発
地域介護予防
の担い手の養
成・支援
セルフマネジ
メントの定着
支援

健診や医療データを踏まえた地域
の健康課題に対する専門職の介入
等による健康づくりの習慣化

地域活動により、セルフマネジメントが継続で
き、自助による介護予防・健康づくりの取り組
みが充実している。

計画の柱・施策
アウトプット（活動目標）

課題設定 やるべきこと インプットに求める成果 活動指標

健康データ分析により決定したモデル地域である槇島地域において、
ワークショップを開催し、地域に合わせた協働で実施できる保健事業
について検討する。

自己評価

現状・現状値 目標・目標値

引き続き、介護予防事業と連携し、教室終了者への働きかけを通じ、
効果的に自主的な活動につなげていく。

訪問活動等において対象者に介護予防手帳の配布を実施した。引き続
き、セルフマネジメントの定着を進めるため、介護予防手帳の有効活
用に努めていく。

アライアンス加盟団体は増加しているが、団体による、地域単位での
自主的な活動にはつながっていない。加盟団体が連携しながら活動に
取り組むことができる仕組みづくりを検討する。
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取組と目標に対する自己評価シート（令和５年分）

解消すべき問題 インプット アクティビティ

令和4年度末 令和5年度末 令和6年度

認知症に対する正しい知識と理解を持ち、
地域や職域で認知症の人や家族に対して、
できる範囲で手助けすることができる。

認知症あんしん
サポーター養成
講座受講者数

１,１５９人 １,５００人 増加 ○

認知症ケアパスを通じて、認知症の状態に
応じ、相談先や、いつ、どこで、どのよう
に医療・介護等のサービスを受ければよい
のか知ることができる。

認知症ケアパス
の発行

発行あり 発行あり 発行あり ○

認知症相談支援
体制の強化

認知症コーディネーターを各地域包括支援
センターに配置し、認知症の人と家族への
支援に、早期につながることができる。

初期集中支援
チーム対応実人
数

４０人 ４９人 増加 ○
認知症の兆候を早期に察
知し、適切な支援が行わ
れる体制が整っている。

認知症カフェの
実施

認知症の人や家族、地域の人や専門職など
誰もが気軽につどい、相互交流や情報共有
し、お互いに理解し合うことができる。

認知症カフェの
開催回数

３６回 ３６回 増加

認知症の人やその家族が
孤立せず、在宅でいつま
でも生活できる環境が
整っている。

宇治市認知症ア
クションアライ
アンスの推進

認知症の人や家族の視点を重視しながら、
地域の人々、企業・団体、医療福祉関係者
等の連携体制が整備され、認知症になって
も、住み慣れた地域で自分らしく暮らし続
けられる。

チームオレンジ
の設置数

未設置 未設置 設置

ＳＯＳネット
ワークの登録推
進

ＳＯＳネットワークへの登録を行うこと
で、認知症の人及び認知症の人の介護を行
う家族が安心して生活をすることができ
る。

ＳＯＳネット
ワーク新規登録
者数

２２名 ２９名 ３０名

認知症高齢者等
家族安心見守り
ＧＰＳの貸与事
業の実施

GPSを貸与することによって、認知症の人及
び認知症の人の介護を行う家族が安心して
生活をすることができる。

見守りＧＰＳ新
規登録者数

６８名 ７４名 ７０名 ○

認知症の予防
に効果的な活
動の習慣化を
促す情報発信

認知症予防教室
の実施

脳の老化を予防する生活習慣等についての
情報を発信する介護予防教室を開催し、住
民が認知機能の低下の予防に取り組んでい
る。

認知症予防教室
実施回数

１５３回 １６０回 １６０回 ○
認知症を予防したり、認
知症の発症を遅らせたり
することができている。

自己評価 B 5/8

課題と対応策

市民等における認知症への理解が浸透したことにより、認知症あんし
んサポーター養成講座への参加者数が増加している。今後の引き続き
積極的な啓発を行い、市全体での認知症への理解促進に努める。

認知症の発症や進行を遅らせるための情報や生活習慣等について、参加し
たことのない市民の関心を高めることができるよう、周知に努める。

認知症高齢者やその家族に分かりやすいケアパスとなるよう内容を検
討し、幅広い層への配布と理解の促進に努める必要がある。

各圏域の認知症コーディネーターによる会議の定例開催する中で、チームオ
レンジの結成に向けた検討を行うなど、より身近な地域で認知症高齢者をサ
ポートする仕組みの構築を図る。

現状・現状値
令和6年度
目標値との

比較
目指すべき姿

認知症を発症しても、尊
厳のある生活を送ること
ができている。

認知症の人が地域で見守
られながら活躍できる環
境が整っている。

認知症高齢者のサポートにおける、初期集中支援チームと地域包括支
援センターの役割分担を明確化し、より多くの人が早期支援につなが
る体制を構築する必要がある。

市民等への制度周知が進んだことにより登録者数が増加しており、今後も
様々な機会を通じた広報に努める。

市民等への制度周知が進んだことにより登録者数が増加しており、今後も
様々な機会を通じた広報に努める。

令和6年度から設置される認知症事業のモデル圏域を中心に、圏域で
の認知症カフェ（れもんカフェ）の月例開催を目指すとともに、すべ
ての圏域において、カフェが目的に沿って効果的に開催されるよう、
統一的な運営基準について検討する。

☆印は重点取組施策

☆
地域における
認知症との共
生

計画の柱・施策
アウトプット（活動目標）

課題設定 やるべきこと インプットに求める成果

認知症に関する
普及啓発

活動指標
目標・目標値

③
地
域
に
お
け
る
認
知
症
と
の
共
生

認知症に関す
る普及啓発・
理解促進

認知症バリア
フリーの推進

【

施
策
８
】
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取組と目標に対する自己評価シート（令和５年分）

解消すべき問題 インプット アクティビティ

令和4年度末 令和5年度末 令和6年度

地域包括ケア会
議の開催

市や地域包括支援センターが開催する地域
包括ケア会議で介護支援専門員や多職種連
携による支援体制を構築することで、地域
課題や個別課題が共有され、解決策や施策
提言が導き出されている。

地域包括ケア会
議開催回数

３０回 ３１回 維持 ○

地域包括支援セ
ンターの相談体
制強化

地域包括支援センターを中心に相談機能強
化を図り、高齢者やその家族を取り巻く
様々な相談や地域課題の解決に向け、関係
機関と連携しながら対応ができている。

地域包括支援セ
ンターへの新規
相談件数

３,７５７件 ３,８５４件 増加 ○

第１層協議体に
よる話し合いの
実施

生活支援を実施する多様な主体が集まり、
地域資源や地域課題を把握し、解決方法を
検討することにより、地域の暮らしをよく
するための仕組みづくりが進んでいる。

第1層協議体にお
ける政策形成件
数

０件 ０件 １件
関係者間で課題が共有さ
れ、課題解決がはかられ
ている。

地域における協
議体による話し
合いの実施

多様な主体が参加し、情報共有・連携強化
をする場である協議体を開催することで、
地域での課題解決が図られ、地域づくりの
取り組みが生まれている。

第2層協議体にお
いて新たに生ま
れた取組の数

３個 ５個 ５個以上 ○

多様な主体によ
る生活支援活動
の立ち上げ

ＮＰＯやボランティア等の住民主体で行う
活動の立ち上げや運営を支援し、地域に支
え合い・助け合いの活動が増えている。

新たに立ち上げ
支援した訪問Ｂ
登録団体数

１団体 １団体 １団体 ○

住民主体生活支
援事業に関する
情報提供

市民や地域包括支援センター等の関係者
に、適切な情報発信を行い、制度の趣旨が
理解され、高齢者が地域で自立した生活を
継続できるよう、住民主体による生活支援
体制が活用されている。

住民主体生活支
援に関する情報
提供取組回数

４回 ４回 ６回

住民主体生活支
援団体間のネッ
トワークの構築

団体間のネットワークが構築され、支援が
必要な人と、支援を行う団体が適切につな
がっている。

住民主体による
生活支援延べ人
数

２２１人 ２１０人 ２４０人

成年後見制度
の利用促進

成年後見制度及
び利用支援事業
の適切な案内と
対応

権利擁護に関する制度が認知され、成年後
見制度が適切に活用されている。

成年後見報酬助
成件数の増加

７９件 ７１件 増加

対応開始後１年
以内に終結した
高齢者虐待ケー
スの割合

８２％ ７０％ 増加

終結していない
高齢者虐待ケー
スの分析の実施

未実施 未実施 実施

自主防災組織育
成事業補助金の
活用件数

１４件 １６件 ２０件

災害時地域タイ
ムラインの策定
件数

８件 ０件 ２０件

災害時における
要配慮者の避難
支援

自然災害発生時に、通常の避難行動が困難
と考えられる要配慮者の情報を市と地域が
共有し、個別避難計画が作成されている。

地域と共有して
いる災害時要配
慮者数

１，６８７人 １，３２２人 １,９２５人

防災に関する情
報提供と防災意
識の啓発

防災に関する情報提供を行い、災害を正し
く恐れ、災害発生に備えた意識の醸成が図
られている。

防災出前講座等
の啓発件数

４６件 ６６件 ４５件 ○

感染症発生時
の支援体制の
構築

感染症に関する
情報提供と支援

介護サービス事業所に対して、感染拡大防
止等の周知啓発が図られ、必要な支援が行
われている。

感染症対策にか
かる情報提供等

随時 随時 随時 ○
感染症発生時でも必要な
介護サービスが継続的に
提供されている。

何か起こったときに助け
合える隣・近所の関係が
構築されている。

災害時に要配慮者が安心
して避難できる体制が
整っている。

自己評価 C 6/15

目指すべき姿

地域包括支援センターを
中心とした地域における
連携・協働の体制が構築
されている

地域での生活支援体制が
整備されている。

成年後見制度や高齢者虐
待防止が市民に認知さ
れ、円滑に相談、利用で
きる体制が整っている。

成年後見制度の適切、円滑な利用促進を図るため、関係機関と連携し
た中核機関の設置に向け、部局横断による検討を行う。

第2層協議体における話し合いを通じて、新たな取組が生まれてい
る。引き続き地域における協議体による話し合いを実施し生活支援体
制の整備に努める。

令和5年度は1団体の立ち上げを支援できた。引き続き地域で活動して
いるボランティア団体等の情報を得ながら立ち上げ支援に努めてい
く。

介護保険だよりや市政だよりの特集記事など、注目度の高い情報発信
と関連付けた情報提供に努める。

市民に対する支援団体の情報提供とともに、本当に支援が必要な人へ
支援が行われるよう、制度趣旨の理解促進にも努める。

感染症等が発生した際に迅速な情報共有を行う必要がある。主にメー
ルを使用した情報共有を行うことが想定されることから、常時事業所
のメールアドレスを最新にメンテナンスしておく。

相談件数が増加していること、複合問題を抱えるケースが増加してい
ることから、対応に時間を要することが増えている。

養護者は精神疾患があるなど、サービスの調整だけでは状況が改善し
ないケースが増加しているため、他機関や課をまたいだ連携に向けて
取り組んでいく。

補助金の活用を通じ、自主防災組織が活発に活動できるよう、引き続
き周知・啓発を実施する。

周知・啓発が不足しており、まずは周知を中心に事業を実施する。

希望する支援内容を要配慮者から聞き取り、支援者とマッチングを進
めていきたい。

能登半島地震の影響を受け、相談件数、実施件数が増加している。引
き続き事業を実施する。

☆印は重点取組施策

☆
地域における
包括的な支援
の充実

生活支援体制
整備の推進

地域課題解決
能力の強化

災害・感染症
発生時におけ
る支援体制の
充実

計画の柱・施策

④
地
域
ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
の
充
実

【

施
策
１
２
】

権利擁護の推
進

災害時支援体
制の構築

【危機管理室】

地域の自主防災
組織への支援

アウトプット（活動目標）
現状・現状値

課題設定

【

施
策
１
０
】

【

施
策
９
】

目標・目標値

生活支援体制
づくりの強化

多様な主体に
よる生活支援
体制の構築

活動指標やるべきこと インプットに求める成果

【

施
策
１
１
】

虐待の理解促進
及び早期発見・
適切な対応

介護施設従事者や家族、地域住民等への啓
発により、早期の発見や予防に繋がるとと
もに、適切な対応を行い高齢者虐待がなく
なっている。

高齢者虐待防
止の強化

地域における自主防災リーダーの育成、自
主防災組織の立上げ、避難訓練などの活動
を支援し、豪雨や地震などの災害時に助け
合いができる地域のつながりが構築されて
いる。

課題と対応策

各地域包括支援センターとの会議結果の共有により、課題解決やネッ
トワークの構築に関するノウハウを蓄積し、地域包括ケアシステムの
機能充実を図る必要がある。

後期高齢者数の増加により相談件数は増加している。相談から早期支
援につながるよう地域包括支援センターの更なる周知と、解決へ向け
た関係機関との連携構築が課題。

第1層協議体において、課題の抽出と共有は行われていることから、
課題解決へ向けた取り組みが必要となっている。

令和6年度
目標値との

比較
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取組と目標に対する自己評価シート（令和５年分）

解消すべき問題 インプット アクティビティ

令和4年度末 令和5年度末 令和6年度

介護職の魅力発
信

きょうと介護・福祉ジョブネットが主催す
る次世代の担い手育成事業の普及を図るこ
とで、市内の小中学生に対して介護・福祉
の仕事や職場の魅力への理解が深まり、将
来の仕事の１つとして考えるきっかけとな
る。

小中学校向けの
出張講座の実施
数

２校 ０校 ３校

介護職への就職
マッチング

介護・障害福祉職場就職フェアを開催する
ことで、介護人材が充足し、サービス提供
体制が整っている。

介護・障害福祉
職場就職フェア
の参加者数

３３人 １３人 ３５人

介護に関する入門的研修の実施により、介
護人材のすそ野の拡大が進む。

介護に関する入
門的研修の受講
者数

１１人 １８人 １５人 ○

時代背景やニーズに応じた福祉人材研修の
実施により、介護人材の質が向上し、育成
体制の構築が図られている。

福祉人材研修の
実施回数

１０回 １０回 １０回/年 ○

認定調査の適正
化

認定調査票を全件点検し、認定調査員に対
する指導や計画的な研修を行うことで調査
員の資質が向上し、認定調査の適正化が図
られている。

認定調査票の点
検率

１００％ １００％ １００％ ○

審査判定基準の
平準化

各合議体の審査判定が適正に行われるよ
う、審査会委員に対して本市独自の研修を
実施し、各合議体の審査判定結果の比較分
析、事例検討などを行うことで、審査判定
基準の平準化が図られている。

認定審査会委員
に対する研修の
実施回数

１回/年 １回/年 １回/年 ○

ＩＣＴによる業
務の生産性向上

認定調査及び認定審査会のＩＣＴ化によ
り、迅速な認定事務が図られている。

システム、ＯＡ
機器の導入状況

- 導入検討 導入準備

介護支援専門員
（ケアマネ
ジャー）への研
修の実施

ケアマネジメントに関する勉強会の支援に
より、介護支援専門員（ケアマネジャー）
が適正なケアプランを作成するためのスキ
ルが向上している。

ケアマネジメン
トに関する勉強
会の参加者数

２１３人 ２３０人 ２４０人

介護サービス相
談員の介護保険
施設等への派遣

介護サービス相談員が、利用者の疑問や不
安の解消を図るとともにサービスの現状を
把握し、問題解決に向けて働きかけること
で、派遣先の事業所におけるサービスの質
の向上が図られている。

介護サービス相
談員の派遣先事
業所数

３０事業所 ３０事業所 ３２事業所

ケアプラン点検
によるケアプラ
ンの質の向上

ケアプラン点検を実施することで、ケアプ
ランの質が向上し、利用者の自立支援につ
なげられている。

ケアプラン点検
実施件数

６１件 ４３件 ５０件以上

住宅改修及び福
祉用具貸与・購
入の適正化

申請内容の審査を綿密に行い、必要に応じ
て申請者（本人・家族・工事業者等）に助
言と指導を行うことで、適正な保険給付が
なされてる。

住宅改修費支給
に関する事前検
査数

全件実施 全件実施 全件実施 ○

縦覧点検・医療
情報の突合

京都府国民健康保険団体連合会から提供さ
れるデータ等を活用し、給付の適正化が図
られている。

縦覧点検・医療
情報との突合

継続実施 継続実施 継続実施 ○

介護サービス事
業所の適正運営
に向けた指導監
督

指定事業所に対
する運営指導及
び監査の実施

運営指導及び監査の実施により、事業所の
指定基準の遵守及び保険給付費等の適正化
が図られている。

指定事業所への
運営指導数

２２回 ２８回
指定期間内に
１回以上 ○

目指すべき姿

介護人材の確保・定
着・育成が強化され、
安定的なサービス提供
体制が整っている。

要介護認定が迅速かつ
適正に行われている。

保険給付が適正に行わ
れている。

介護サービス相談員が訪問することにより、利用者の疑問や不安の解消を図るとともにサー
ビスの現状を把握し、問題解決に向けて働きかけている。介護サービス相談員制度の活用を
促すために未訪問の事業所への周知を行う。

良質なケアプランの作成と運用をケアマネジャーが実施できることは、介護サービス利用者
が自立した日常生活を営むことに加え、給付の適正化にもつながる。ケアマネジャーの自主
的な研鑽に加え、行政として様々な気付きや研鑽の機会を引き続き提供していく。

運営体制や介護報酬請求の実施状況等の確認を行い、基準違反が認められた場合は改善を求
め、保険給付の適正化が果たされるよう引き続き努めていく。

事業所の規模に関わらず参加できる研修機会を設けることで、引き続き事業所及び介護職員
等の育成と質の向上を図る。

課題と対応策

宇治市立小中学校への事業周知のタイミングや方法を工夫し、児童・生徒のみならずカリ
キュラム等として取り扱っていただく教職員に対しても効果的な働きかけとなるよう努め
る。

日程・場所・対象者等についてより集客につながるよう広報手法を含め見直しを行い、介護
職を希望する方と介護・障害福祉事業所が直接話すメリットを活かしたマッチングの機会を
提供していく。

日程・場所・対象者等について広報手法を含め見直しを行い、より多くの方が介護を知る機
会とすると共に、介護未経験者が介護に関する基本的な知識を身につけ、介護業界への参入
のきっかけとしてもらえる機会を提供していく。

１回/年

申請時の内容審査時、単なる要件の確認に留まらず、予め各申請に対する価格相場を把握し
ておくことで、より適切な金額での保険給付を実現できるため、引き続き全件実施を行う。

給付適正化において、縦覧点検を行うことで過剰なサービスの発生を未然に防ぐことができ
る。適正化のためにも今後も引き続き実施していく。

作成された調査票は審査会の基本的な資料となるため、宇治市職員が全件点検し、調査基準
や記載内容の確認・指導を行っている。直営調査員や委託事業者調査員に対して認定調査員
研修を実施し、資質の向上を図り、引き続き公平公正な認定調査の実施に努める。

設置している24合議体において審査が等しくなるよう委員への研修等を実施し、引き続き適
正な介護認定審査会の運営に努める。

認定審査業務は、申請から認定調査、認定まで紙媒体で管理しているが、申請数が増加し業
務が煩雑化している。ＩＣＴ化を図ることで業務の生産性を上げ、迅速な認定業務に努めて
いく。
また、認定審査会においては、委員の合意形成がしやすいよう参集型を基本とし審査会を実
施している（希望者はオンライン可）が、今後の申請数の増加に対応するために委員の負担
軽減や業務の効率化の検討が必要である。委員の合意を得ながらＩＣＴの導入をすすめてい
く。

事業所ごとに法改正等に対する理解度のばらつきや知識・スキルの偏りが出てしまわないよ
う、市内の居宅介護支援事業所が主体となって実施する勉強会を行政の立場から支援してい
る。理解度・知識やスキルの向上以外にも、事業所を超えたケアマネジャー同士の繋がり・
情報交換の場としての効果があり、引き続き効果的な事業実施を支援する。

国においても「生産性向上」「サービスの質向上」「利用者の満足度向上」につながる可能
性があるとされているＩＣＴの活用について、第9期介護保険事業計画策定にあたって実施し
たアンケートによると、ＩＣＴを活用している市内事業所の割合は６４.５％であった。引き
続き、府の事業や補助金などＩＣＴ活用に関する情報発信を行うことで、事業所へ活用の検
討を促す。

新規設定

介護に関する研
修等の実施

介護従業者の負
担軽減につなが
る情報の発信

ＩＣＴの利活用等に関する情報発信によ
り、事業所の生産性の向上を図る取組を推
進し、介護従業者の負担が軽減される。

ＩＣＴ等導入に
対する補助事業
等の情報発信

-

⑤
介
護
保
険
制
度
の
持
続
性
確
保

【

施
策
１
３
】

☆
介護人材の確
保・定着・育
成

介護人材の確
保・定着・育成
の強化

計画の柱・施策

【

施
策
１
４
】

要介護認定・
給付の適正化

認定調査の質・
生産性の向上

介護保険制度の
信頼性維持・向
上

自己評価 C 7/14

アウトプット（活動目標）

課題設定 やるべきこと インプットに求める成果 活動指標
目標・目標値現状・現状値

令和6年度
目標値との

比較
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